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◇

永年勤続者に支給す6旅行ｸーポﾝ券

Q:当社では、勤続20年の永年勤続者に

対して、20万円の旅行クーポン券を支給し

ています。この場合、給与として課税しなけ

ればならないでしょうか。

ヱヘー：その旅行クーポン券が旅行のためにの

み使用され、現金化することができないよう

なもので、その額が永年勤続者表彰として適

当なものである限り、給与として課税される

ことはありません。

しかし、金銭と引き換えることができる旅

行クーポン券については、実質的には金銭の

支給と同じですので、原則として券面額に相

当する金額の給与の支給があったものとして

課税されます。この場合でも1年以内に旅行

クーポン券の使用が確認された場合は、課税

しなくても差し支えないものと思われます。

【解説】

使用者が永年勤続した役員又は使用人の表

彰に当たり、その記念として旅行、観劇等に

招待し、又は記念品（現物に代えて支給する

金銭は含みません。）を支給することにより

その役員又は使用人が受ける利益で次の要件

のいずれにも該当するものについては、課税

されないことになっています。

①その利益の額が、その役員又は使用人の勤

続期間等に照らし、社会通念上相当と認め

られるもの。

②その表彰が、おおむね10年以上の勤続年

数の者を対象とし、かつ、2回以上表彰を

受ける者については、おおむね5年以上の

間隔をおいて行われるものであること。


